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○汚水槽　○雑排水槽　○混合水槽　○雨水槽　○湧水槽

●排水金物類

機械設備工事　特記仕様書

選択の場合は●及び※を適用する

ソーダ溶液等により消毒を行う。

タンクは据付後、清掃及び水洗を行い。飲料用の場合は、さらに次亜塩素酸パネルタンク
（ボルト組立形）

Ｆ Ｒ Ｐ 製

量　 水　 器

方　　　　式

水　　　　源

給
水
設
備

コンクリート部はすべてＡＹボルトにて取付、木部は下地補強し木ネジにて
　完全固定すること。

その他

ワンハンドカットとする。紙巻器

そ   の   他

標準形 薄形 標準形 薄形 標準形 薄形

○ ○ ○ ○ ○ ○

制気口
及びダンパー

標仕１．１５．１によるほか、制気口の材質は以下とする。

チャンバー

取付ヶ所は図示による。風量測定口

多 湿 箇 所 ○SUSダクト　　○塩ビダクト　　○厨房　　○浴室・脱衣室

エアフィルター ○パネル形エアフィルター　　　○折込み形エアフィルター　　

○自動巻取形エアフィルター　　　○電気集じん器

中性能 高性能 ＨＥＰＡ

※給湯の土間配管は熱膨張を考慮し、保温を要す。

そ　の　他

有機質亜鉛末塗料で補修を行うこと。

形鋼振れ止め支持材等、亜鉛めっきを施した鋼材を現場で加工した部分は、

脱着が容易なステンレス製カバーとする。

一
般
事
項

標仕１．１４．１により区分し、表３．１．１５による。ダクトの種類

ダクトの工法

※長辺が1,500ｍｍを超える場合はアングルフランジ工法とする。

吹出口及び吸込
口ボックス

フ   ー   ド

ダ
ク
ト
及
び
ダ
ク
ト
付
属
品

（防鳥網・防虫網・水切り板付き、指定色焼付塗装とする）

保温の外装

保　温　材

（屋内露出）

（天井内・ＰＳ）

※空調ドレン及び通気は排水に順ずる。

（屋外露出）

（ピット内）

※特記により指定する部分以外は全て標準仕様による。１１．保温・塗装・防錆

※ＥＡダクトは外壁から２ｍを要保温とする。

保温の区分
保
温
工
事

消火用充水槽

弁    　　類

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製

消火水槽
（ボルト組立形）

とする。

水    　　源

○フード簡易自動消火　　　○特殊消火

○スプリンクラー（○乾式　　○湿式）　　　○連結散水消
火
設
備

種    　　類

配    　　管

機   器   類

種    　　類ガ
ス
設
備

ピット内での配管施工は溶接工法とする。その他

※仕様・保温厚は標準仕様による

保　　　　温 土間内打込配管は熱膨張による破損防止の為、保温を要す。

材質（○鋼板　○SUS　○　　）板厚（○3.2mm　○2.0mm　○  　）

○煙突（○本工事　　○別途）○煙道（○本工事　　○別途）煙 突・煙 道

給水の項に準ずる。

方　　　　式

熱　　　　源

機   器   類

配    　　管

弁    　　類

　　　　　　　　　　○ソーラー　　○貯湯槽　　○膨張水槽　　○ポンプ

給
湯
設
備

排　 水　 槽

排
水
通
気
設
備

放　 流　 先

グリース阻集器 標仕１．７．８グリース阻集器によるほか、下記による。

○ ＦＲＰ製　　　○ ステンレス鋼板製　　　○ 鋳鉄製

○ 側溝式　　　　○ パイプ式

そ   の   他 施工については、高槻市下水道部基準に基づき行うこと。

器   具   類

弁    　　類

口径・系統名を記した名札等を設置すること。（ボックス内も含む）

施工については、高槻市水道部基準に基づき行うこと。そ   の   他

ベンドキャップ

○LPG（  　　　 kcal/kg）

屋外露出　　●ステンレス鋼板　　○カラー亜鉛鉄板　　○化粧用スリムダクト

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

消　火　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

○中央式　　　○個別式

○都市ガス（○13A　○　　　　） ○LPG　○油　○電気　○

別記機器表による　　○ボイラ　　　○温水機　　○ガス給湯器

給湯管　　○銅管　　○ポリブデン管（ヘッダ工法）　　○ＳＵＳ

長方形ダクトは（　○アングルフランジ工法　　○コーナーボルト工法　）とする。

○亜鉛鉄板製　　○グラスウール製

※内貼チャンバーの表示寸法は外法を示す。

○板製(メラミン焼付)　　　○アルミ製　　　○樹脂製

消音内貼りは（　○有り　　○無し　）とする。

○連結送水管　　○消火器（ＡＢＣ１０型）

１．工事名称

工　事　場　所

工　事　期　間

工　事　名　称

敷　地　面　積

延　床　面　積

用　途　地　域

建　物　用　途

構　　　　　造

階　　　　　数

建　築　面　積

防 火 対 象 物

耐震安全性の分類

m 22

2

○Ｓ造　　●ＲＣ造　　○ＳＲＣ造　　○木造　　○

m

空調換気設備工事

衛生設備工事

本工事は、この特記仕様書、設計図、下記仕様書を適用する。

４．共通仕様

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修「公共建築工事標準仕様書

適　　　　用

優 先 順 位
○都市ガス（○13A　　○　　　　）

○別記機器表による　　　

○ガス会社指定による

○亜鉛鉄板　　　○SUS　　　○塩ビ　　　○グラスウール

○保温付消音フレキシブル

○鋼板　　　○SUS　　　○一重　　　○二重　　　〇グリスフィルター

○深形　　　○丸形

その他    （●JIS10K　　○JIS5K　　●管端コア付 ）

３．工事種目

●上水道　　○井水　　　引込管（○新設　●既設）

●直圧式　　○重力式　　○加圧タンク式　　○直結増圧給水式

○ 既設量水器撤去（止水栓、BOX共）

補強方式は（　○外部補強方式　　○内部補強方式　）とする。

ポンプ廻り（○水道局認定品　○JIS10K　○JIS5K　○管端コア付 ）

65A以上 　（○鋳鉄製　　○ナイロンコーティング製）

直圧部　  （●水道局認定品　●JIS10K　○JIS5K　○管端コア付）

○屋内消火栓( ○１号　　○２号　　○易操作性 )　　　　 ○屋外消火栓

有効５．２ｍ3（○本工事　　○建築工事）

○鋼板製　　　○ステンレス鋼板製　　　○ＦＲＰ製

ポンプ室一体型とし、補強方式は（○外部補強方式　　　○内部補強方式　）

○特記無き限り、JIS10Kとする。

消火　　○屋外露出　　　○屋内露出　　 ○天井内･ＰＳ　 　○床下･ピット内

高架タンク廻りの弁類及びストレーナの保温は（　○要　　○不要　）とし、

排水管の分岐点より１００mm以下の通気管の保温は（ ●要　○不要 ）とする。

２．建物概要

ピット内　　　　　○アスファルトプライマー　○着色アルミガラスクロス

（機械設備工事編）」、　同標準図、同監理指針

及び「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」

すべての設計図書及び配布書類等は相互に補完するものとする。

ただし、これらに相違がある場合の優先順位は次の１～６の順番のとおりとし、

これにより難い場合は標準仕様書による。

空
気
調
和
設
備

標仕２．５．１５によるほか、伸縮継手の設置箇所は図示による。

標仕２．７．１一般事項（ｈ）によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。

配管や外装材には、テプラ等にて系統を明示すること。

吊ボルトの長さが1m以上となる場合は、耐震支持を行うこと。

２）個別方式　　●パッケージユニット方式　○パッケージユニット・ダクト併用方式

○吸収冷温水機　　　○冷凍機　　　○ボイラー（　　　　　　　）

主要熱源機器

１）中央方式　　○定風量単一ダクト方式　　　○変風量単一ダクト方式

○各階ユニット方式　　　○ファンコイルユニット・ダクト方式

主方式

９．空気調和設備工事

配管用の壁・床等の穴開けは原則としてダイアモンドカッターとし、配管施工後、

○アクティブフィルター　　　　○その他（　　　　　　　　　）

標仕２．２．２７によるほか、つば付き鋼管製を使用する箇所は図示による。スリーブ

耐火二層管
地中埋設標

形鋼振れ止め支持

合は、支持部で制御線に損傷を与えないようにする。

ただし、共巻きの場合は液管の外形とする。また、冷媒管と制御線を共吊りする場

冷媒用被覆銅管の横走管の吊金物間隔は外径が9.52ｍｍ以下の場合は1.5ｍ以下、

12.7ｍｍ以上の場合は２ｍ以下とし、形鋼振止支持間隔は銅管に準ずる。

標仕２．６．３によるほか、形鋼振れ止め支持は図示による。吊り及び支持

モルタル・ロックウール等を充填すること。貫通箇所は図示による。

既存の舗装、側溝などのはつりは、原則としてカッター切断とする。は つ り

空調用ドレン管 屋外露出の空調ドレン管の管材はカラーＶＰとする。

高調波対策

屋外設置機器のアンカーボルトのナット部分は合成樹脂製キャップを被せること。その他

○全熱交換換気扇

換
気
設
備

○シロッコファン　○斜流ファン　　 ○軸流ファン　　 ○ルーフファン

〇レンジフードファン　　　　 ○浴室換気暖房乾燥機

機        器

方        式

温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ)温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ) 温度(ＤＢ)湿度(ＲＨ)

－℃

－℃

－％

一般系統
外気

屋内（目標値）

－％－％

－％

－％

－％ －℃

－℃

－℃

－℃

○カセット形　　○外気処理ユニット　）

保        温

弁        類

そ   の   他

標準仕様書による。

○ポンプ廻り（○JIS10K ○JIS5K）○その他（○JIS10K ○JIS5K）

制 御 機 器

氷生成装置（　○スタティック形　　○ダイナミック形　）

標仕１．７．６．１一般事項によるほか、屋内機の形式は以下による。マルチパッケージ
形空気調和機

○蒸気噴射式　　　○水加圧噴射式　　　○水気化式　　　○浸透膜式加湿装置

成績係数

氷蓄熱ユニット

設計温湿度
条件

監督員事務所

　・水その他

一
般
事
項

工事用電力

７．一 般 共 通 事 項

本工事に必要な工事用電力・上下水・ガスの使用料､および諸手続などの費用は下記とする。

○Ｄ種：高所作業車　　　○Ｅ種：単管足場　　　○Ｆ種：枠組足場　　○別途工事

【内部足場】

【外部足場】

足場･さん橋類

１.質疑回答書　　　２.現場説明事項　 　３.本特記仕様書

４.設計図書　 　 　５．標準施工図　　　６.標準仕様書

施 工 計 画 書 １．２．２施工計画書によるほか、以下の内容を反映し、作成すること。

①工種別施工計画書作成計画　②承認図提出計画　③施工図作成計画

関 連 法 規

完　成　図　書

（引渡物）

本工事は、建設業法、建築基準法、消防法、ガス事業法、水道法、フロン排出抑制法

労働安全衛生法､ならびに関連諸法令を尊守し､完全に施工のこと。

６．施工条件

５．工事概要

申 請 手 続

変   　　更

検 査・試 験

本工事に関する関係諸官庁等への申請手続きは、本工事請負者が、その業務を

代行し、要する費用はすべて請負者の負担とする。

発注者の指示により､設計図に該当しない変更を生じた時は､原則として事前に

見積書を作成し、承諾されたのち、変更工事に着手すること。

また､図面等に記載が無くとも､技術上､関連法令上､または美観上、当然必要と

認められる軽微な変更は､請負金額の変更を行わない。

工事完了に際し､関係諸官公署および､電気､上下水道､ガス事業所等の行う検査、

ならびに監督員の指示する各種試験に合格すること。

上記に要する費用は、本工事請負者の負担とする。

○合成樹脂製　　　○ステンレス鋼製　　　○人造石とぎ出し製

設置箇所（　○受水槽　　　○高架水槽　　○消火水槽　　○消火用充水槽　）

駆動方式（　○電気式　　○機械式　）

接合例：監理指針 図２．２．１６　～　図２．２．１８

標仕２．２．１２絶縁継手によるほか、設置箇所及び仕様は図示による。絶 縁 継 手

緊急遮断弁装置

水　栓　柱

上記以外の引渡物については監督職員の指示による。

　変更の行われた部分については設計原図を訂正し、完成図として提出する。
　納入設置した主要機器類の仕様書を末尾に追加添付する。
　設計原図に記載されている機器品番を納入設置したものに訂正する。
　掘削時に出てきた既存配管を完成図に反映すること。
②完成図の電子媒体（ＪＷＷ－ＣＡＤ形式、及びＰＤＦファイル）ＣＤ－Ｒ　１部
　ＪＷＷ－ＣＡＤ形式によりがたい場合は、ＤＸＦ－ＣＡＤ形式での提出とする。
　・ＣＡＤファイルは１枚の図面をひとつのファイルとする。
　・ＰＤＦファイルはＡ３サイズ、解像度３００ｄｐｉ程度（文字が判読出来ること）
　・ＰＤＦファイルはすべての図面を１つのファイルとすること。
　ファイル名称は下記のとおりとする。
　・図面番号_図面名称_工事名称_年度（西暦）.jww

　・英数字とアンダーバーは半角とする。
③保全に関する資料
　機器仕様書、取扱説明書、性能試験成績書、総合調整試験成績書、官公署届出書類等
④保全に関する資料、工事写真（工程写真、完成写真）の電子媒体
　上記電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存し提出
⑤付属品、予備品等
　引継目録を添えて提出

⑥その他
　○完成図 緑表紙Ａ４版（黒文字）　部（複数施設配布用）
　○保全に関する資料　ﾁｭｰﾌﾞﾌｧｲﾙ（黒文字）Ａ４版　　部（複数施設配布用）
上記の引渡物について、特記なき部数、個数については監督職員の指示による。

各引渡物の納品場所は監督職員の指示による。

○消火設備　　　　　○ガス設備（都市ガス）

○Ａ種：枠組足場　　　○Ｂ種：単管本足場　　　○Ｃ種：高所作業車

（　○床置形　　○壁掛形　　○天井吊形　　○天井吊隠ぺい形

パッケージ形空気調和機（　●ＥＨＰ　　○ＧＨＰ　）　　

○集中管理制御用配管配線（〇本工事　○電気工事）

●換気扇　 ○有圧扇　 ○天井扇　 ○パイプファン　 〇中間ダクトファン 

　カギ等には表示札を付けること

　・図面番号(M01～M**)_工事名称_年度（西暦）.pdf

○集中管理コントローラー 　○リモコンスイッチ 　

○中央方式　　　　●個別式

建築設備　　●甲類　　　〇乙類

上記はいずれも最新版とする。

配
管
工
事

環境への配慮 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン調達方針」
により、「グリーン購入法適合品」とする。

建設機械は低騒音型及び排出ガス対策型を使用すること。

一　般　事　項
発
生
材
の
処
理
等

発生材は金属・樹脂（ビニル管含む）・保温材・その他（陶器･コンクリート破片等）
(標仕 1.3.9)発生材の処理等により、適切に処理すること。

に分けて処分すること。
現場発生材の再利用、再資源化に努めること。

水石けん入れ

標仕２．２．６厨房機器によるほか、熱調理器及び高さが１ｍを超える機器は

地震時に転倒及び位置ずれを起こさないよう、床または壁に固定すること。

※据付は標準図施工７４による。

厨房機器

１０．給排水衛生設備工事

節水

便座 普通便座の場合はソフト閉止型とし、温水洗浄便座の機能は以下のとおりとする。衛
生
器
具

ダンパーを設ける。

○陶器取付け形　　○壁取付け形　　○カウンター取付け形　　○自動供給式

衛生器具は節水を基本とし、洋風便器は（　○節水Ⅰ形　○節水Ⅱ形　）とする。

（　○瞬間式　○貯湯式　○温水洗浄機能　○温風乾燥機能　○脱臭機能　）

（　○要　　○不要　）とし、要の場合は以下の仕様とする。

労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規則」等に定めるところによるほか、

改修工事標準仕様書４．１．２非破壊検査による。
適用範囲は図示による。

既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴開けに際し、非破壊検査

○冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）　　○熱絶縁施工（保温工事）
技能士の適用 ●配管施工　　○建築板金施工（ダクト製作および取付け）

ダクトは、先下がり勾配とし、延焼線に掛かる部分については、全て防火

ダンパーを設ける。

消火用硬質

外面被覆鋼管

ＳＧＰ-ＶＳ塩化ビニル

大阪ガス指定品

銅管（Ｍ） ＣＵＰ

水道配水用 ＰＥ

ポリエチレン管

ＳＧＰ-白配管用炭素鋼

鋼管

ポリエチレン
粉体ライニング

鋼管

ＳＧＰ-ＰＡ

ＳＧＰ-ＰＤ

ＨＩＶＰ
耐衝撃性硬質
塩化ビニル管

ビニル管
硬質塩化 ＶＰ

ＶＵ

●
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露
出

地
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給
湯

消　火

用　途

配 管 材 料

空　調

耐火二層管
(区画貫通部)

総 合 調 整

一
　
般
　
事
　
項

標仕１．３．２によるほか、以下を適用する。

（ ○風量調整　 ○水量調整　 ○室内外空気の温湿度の測定　 

１階及び地下階 １．５ １．０ １．０ ０．６

中間階 １．５ １．０ １．０ ０．６

上層階

屋上及び塔屋
２．０ １．５ １．５ １．０

重要水槽 一般水槽 重要水槽 一般水槽
設置場所

水槽類の設計用標準水平震度

を確認し、監督員の承諾を受けること。

○一般の施設○特定の施設

『建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）』による。

耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書・標準図及び図面に記載なきものは耐 震 措 置

下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト・アンカーボルト等の耐震性能

１．０
（１．０） （１．０）

０．６
（１．０）
０．６

１．５
（１．５）

１．０
（１．５） （１．５）

１．０
（１．０）

０．６

１．０

（１．５）（２．０）

１．５

（２．０）

１．５
（２．０）

２．０

１階及び地下階

中間階

上層階

屋上及び塔屋

設置場所
重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

建築設備機器の設計用標準水平震度

０．４
（０．６）

○一般の施設○特定の施設

※（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

配
管
工
事

制御及び操作盤 標仕１．２．２によるほか、構成・表示等・接点及び端子は以下の機器を適用する。

構成：○運転時間計　　○進相コンデンサー

接点及び端子：○遠方発停用端子　○運転時間表示用端子　○湿度調節器用端子

冷媒用断熱材被覆銅管

８．共 通 工 事

○室内気流及びじんあいの測定　　○騒音・振動の測定　　○飲料水の水質の測定 ）

①完成図　黒表紙Ａ４版（金文字）※２部　　○　部
給水　　●屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　　 ●床下･ピット内

屋内露出　　○化粧用スリムカバー　　　　●合成樹脂製カバー　

ＰＳ・ＭＢ内　　　●アルミガラスクロス　　　○綿布

※合成樹脂製カバーは（　○シートタイプ　　●ジャケットタイプ　）とする。

屋内隠蔽　　●アルミガラスクロス　　　　○冷媒用被覆銅管はビニルテープ巻

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給排水　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

再利用・再資源化を図るものは下記とする。

受注者は建設廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
運搬は産業廃棄物収集運搬業者等と、処分は産業廃棄物処分業者等と、それぞれ
個別に直接契約すること。
建設廃棄物の搬出に当たっては、産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し、
適正に管理すること。廃材・梱包材等は産廃処分すること。

構外搬出する残土の処分は受け入れ承諾書及び証明書で適正に管理すること。
残土処分　　○構内敷ならし　 ○構内指定場所にたい積 　○構外搬出適切処置

再生土販売価格調査仕様書に合致した受入等事業者として公表している再資源化施設に
運搬するものとする。これにより難い場合が生じたときは、監督職員と協議し、近隣の
公的受入地への搬入を検討すること。また、公共工事間流用可能となった場合や公的
受入地へ変更となった場合、処分費等に関して設計変更の対象とする。

　切断し搬出すること。

・R3年4月1日施行の改正大気汚染防止法に基づく対応を行うこと。

・作業時には適切な保護具を着用すること。
・発生した粉塵等は、石綿含有産業廃棄物として処理すること。

アスベスト処理　○行う　●行わない
対象物　○外壁アスベスト　〇保温材　○その他（　　）

・配管保温材に石綿含有の可能性がある箇所(エルボ等)を撤去する際には、非石綿部で

・外壁にアンカー打設する時は、ＨＥＰＡフィルター付集塵機で粉塵を吸入させること。
・コア抜きする前には剥離材併用手工具ケレン工法にて石綿含有仕上塗材除去を行うこと。

空調機器撤去に伴うフロンガスは回収破壊処分とし、行程管理票を提出すること。

本工事の発生土は、大阪府都市整備部が、令和６年度上半期建設発生土受入価格及び

ダクト　●ＳＡ　　〇ＲＡ　　○ＯＡ　　●ＥＡ

排水　　〇屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　 　●床下･ピット内

給湯　　●屋外露出　　　●屋内露出　　 ●天井内･ＰＳ　　 ●床下･ピット内

ダクト　　　〇ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

ダクト　　　〇ロックウール　　　●グラスウール　　○ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

給　湯　　　○ロックウール　　　○グラスウール　　●ポリスチレンフォーム

着工すること。

なお、工場立会検査機材は下記とする。

検査および試験を行うべき機材等は、共通仕様書による。機材等の検査

　および試験

施工に際しては工種別施工計画書（施工要領書）・施工図等を作成し、監督員の

承認のうえ、施工すること。

本工事着工前に使用機材メーカーリストを現場係員に提出し､承諾を得たのち、

品質管理

機材等

○リモコン用配管配線（ ○本工事　○電気工事　○備品工事　　）

検査に使用する計測機器は必ず校正済のものを使用すること。

機器に接続する配線は必ず端子で接続を行うこと。

水道部庁舎貯水機能付給水管設置工事

大阪府高槻市桃園町４番１５号

3,664.80m

第2種住居地域、近隣商業地域

5,894.07m

事務所

地下１階，地上４階

〇空気調和設備　　　　○換気設備　　　　○自動制御設備　　　　　○床暖房設備

〇衛生器具設備　　　●給排水設備　　　○給湯設備

・貯水機能付給水管の設置、配管、保温、配管支持

断水日時等は充分協議の上決定のこと。

施工に先立ち、既設配管系統の調査をおこなうこと。

●設けない　　○設ける（備品含む）

●本工事　　　〇建築工事　　　○別途工事　　　○無償

●Ａ種：脚立足場　　　●Ｂ種：移動式足場（ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ）　　○Ｃ種：移動式昇降足場

（　●監督員の指示する機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　）

（　●放射線透過検査　　○ＲＣレーダー　）での鉄筋調査を実施すること。

●アスガラ、コンガラ　　　　　　○

●ＳＧＰ-ＶＢ ●

○ 溶融亜鉛めっき（２種３５同等以上）　　　● ステンレス鋼製

汚水　　（〇下水道　　　○浄化槽　）

雑排水　（〇下水道　　　○浄化槽　　　○側溝・水路　）

水道部庁舎貯水機能付給水管設置工事

NS

特記仕様書その１

・基礎工事

・フェンス工事

高　槻　市　水　道　部



水道部庁舎貯水機能付給水管設置工事

特記仕様書その２

令和７年度　高槻市水道部

第１条（適用）

本特記仕様書は「水道部庁舎貯水機能付給水管設置工事（以下「本工事」という）」に適

用する。

ただし、第　条及び第条は適用を除外する。

第２条（仕様書等）

本特記仕様書(以下｢本仕様書｣という)に定がない事項については、以下の仕様書等に

よる。また、優先順位は以下の順とする。受注者は疑義がある場合監督職員に確認を求

めなければならない。

１）高槻市請負工事契約約款

２）設計図書(図面、金抜き設計書、現場説明書、質疑応答回答書)

３）高槻市水道部発注工事共通仕様書(案)

４）高槻市水道部水道用材料共通仕様書

５）土木工事施工管理基準（案）　令和5年4月版(大阪府都市整備部)

６）土木工事共通仕様書(案)　 令和5年4月版(大阪府都市整備部)

７）公共建築工事標準仕様書　令和4年度版

８）水道施設設計指針　2012年版（日本水道協会）

９）ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書

10）日本工業規格（JIS）

第3条（法令順守）

本工事は、建築業法及び関係法令等を確認の上、適正な契約事務及び施工管理を行う

こと。

第4条（協議）

受注者は、発注者と協議を行った場合、議事録を作成し提出すること。また、必要に

応じ根拠資料等を添付すること。

第5条（疑義）

受注者は、設計図書及び仕様書等に明示されていない事項、またはその内容について

疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議を行うこと。

第6条（週休2日工事）

本工事は、高槻市週休2日工事実施要領に基づき施工するものとする。

第7条（施工計画）

受注者は、工事着手にあたり工事施工の計画書を契約日から3週間を目途に提出する

こと。なお本工事は、材料製作に期間を要することや、他工事との調整等があるため、

各工種の詳細な施工計画については、その着工2週間程度前を目途に提出してもよい。

ただし、発注者がその確認等に要する時間を考慮すること。

第8条（月間工程表、週間工程表の提出）

受注者は、浄水場等の運用管理のため、原則として月間工程表は前月25日までに、週

間工程表は前週木曜日までに監督職員まで提出すること。これらに関する詳細な運用は

、契約後監督職員と調整を行うこと。

第9条（施工体制台帳の提出）

受注者が下請契約を締結するときは、下請金額にかかわらず、元請下請を含めた全体

の施工体制を把握するための施工体制台帳の作成とその写しの提出が義務付けられてい

るので、対象業者に周知するとともに遅滞なく対応すること。

第10条（敷地内における作業）

本庁舎は、運用中の施設であるため、施工時の汚染又は損傷には十分配慮するほか、

ほこり、粉塵等の恐れのある作業時は適切な方法で養生を行い、業務等に支障をきたさ

ない様に施工を行うものとする。また、水道部職員及びその委託業者が行う当該施設の

点検や作業に関して協力すること。

第11条（整理整頓等）

工事現場は、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努め



るものとする。また、浄水場内の保守や緊急時のための通路を確保等が必要なことから

、監督職員と協議の上ヤードの使用計画を立案すること。

第12条（緊急時の連絡）

事故及び業務に影響がある事象が発生した場合は、直ちに監督職員もしくは総務企画

課まで連絡の上、必要な措置を行うこと。

第13条（仮設侵入防止措置等）

工事エリアは、フェンスバリケード等により第３者が工事エリアへの侵入を防止する

措置をしなければならない。また、これら方法については、事前に監督職員と調整を行

うこと。

第14条（工事に伴う諸手続き）

道路法、道路交通法、電気、水道及びガス等、工事に伴い申請が必要な場合の手続き

は一切受注者が行うこと。

第15条（石綿含有建材の調査）

本工事は、石綿含有建材の処分等は無いと想定しているが、受注者はあらかじめ関係

法令等に基づき、次により石綿含有建材の事前調査を行う。

１）調査範囲、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、特記による

。

２）調査は、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での

目視調査により確認し、調査結果をとりまとめ監督職員に提出するとともに、そ

の写しを工事の現場に備え置く。また、関係法令等に基づき官公署へ報告をおこ

なう。なお、分析調査を行う場合は「建材中の石綿含有率の分析方法について」

（平成18年8月21日基発第0821002号、最終改正令和3年12月22日基発1222第17号

）に基づき定性分析または定量分析を行うこととし、適用は特記による。

３）調査の結果、設計図書と異なる場合は監督職員と協議する。

第16条（特定建設作業の届出）

受注者は、「騒音規制法」、「振動規制法」、及び「高槻市公害の防止及び環境の保

全に関する条例」に基づき、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動・

粉塵を発生する作業を「特定建設作業」として届出を行うこと。

第17条（建設リサイクル法に基づく通知）

受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に

基づき分別解体等と再資源化等をしなければならない。また、本工事においては工事着

手14日前までを目途に監督職員に必要書類を提出すること。

第18条（工事お知らせビラ等）

受注者は、地元等にお知らせビラ等を配布する場合は、事前にその内容について監督

職員の確認を受けること。

第19条（材料承諾、確認）

本工事に使用する材料は、原則として納入前にその寸法や材質等の確認ができる図面

及び品質を証明する資料を添えた書面を監督職員に提出し承諾を得ること。また納入後

、使用する前までに材料検査を受けること。

各材料の使用量や品質は、後日追跡できるようにロット番号等の写真撮影を含めて管

理し、必要に応じて監督職員の確認を受けること。

第20条（鉄筋工）

鉄筋はJIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）の規定に適合したものを用い、設計図

書に示された形状及び寸法に正しく一致するように、材質を害さない方法で加工するこ

と。

鉄筋は、所定のかぶりを確保するとともに正しい位置に配筋し、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時に移動

しないよう堅固に組み立てるものとする。型枠組立前までに監督職員の検査を受けるこ

と。

第21条（型枠工）

型枠は、設計図書に示されたｺﾝｸﾘｰﾄ部材の位置、形状及び寸法に正しく一致させ、ｺﾝ

ｸﾘｰﾄの側圧、打設時の振動、衝撃に耐え、かつｺﾝｸﾘｰﾄが所定の寸法、公差を超える歪み

、狂い等が生じないような構造とすること。ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前までに監督職員の検査を受け

ること。



ｽﾍﾟｰｻｰは原則としてﾓﾙﾀﾙ製とする。ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ等を使用する場合は、これらについても

規定のかぶりを確保すること。

第22条（ｺﾝｸﾘｰﾄ工）

本工事に使用するｺﾝｸﾘｰﾄは、原則としてJIS A 5308 (ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)とし、JISマ

ーク表示認証製品を製造している工場で、かつ、ｺﾝｸﾘｰﾄの製造、施工、試験、検査及び

管理等の技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐して

おり、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定するものとする。

水ｾﾒﾝﾄ比上限値は、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄについては55％以下、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄについては60％以下

とする。水ｾﾒﾝﾄ比は、受注者が作成した示方配合表により確認するものとする。ただし

、水ｾﾒﾝﾄ比の上限値を満たすために、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が変更になる場合においては、原則と

して設計変更の対象としないものとする。なお、均しｺﾝｸﾘｰﾄはこの対象としない。

ｺﾝｸﾘｰﾄの打継部は、全面目荒らしを行い、吸水防止剤等を使用して適切に施工を行う

こと。

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後は、散水等の方法で湿潤に保ち、低温や急激な温度変化、乾燥荷重、振

動及び衝撃等の有害な影響を受けないよう十分に養生しなければならない。なお、一般

養生にてｺﾝｸﾘｰﾄの品質確保が困難な場合は、監督職員と協議すること。

以上


